
一

（
財
政
金
融
委
員
会
）

安
定
的
か
つ
効
率
的
な
資
金
決
済
制
度
の
構
築
を
図
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
（
閣
法
第
四
七
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
金
融
の
デ
ジ
タ
ル
化
等
に
対
応
し
、
安
定
的
か
つ
効
率
的
な
資
金
決
済
制
度
の
構
築
を
図
る
た
め
、
電
子
情

報
処
理
組
織
を
用
い
て
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
定
の
通
貨
建
資
産
等
で
あ
る
電
子
決
済
手
段
の
交
換
等
を
行
う
電
子
決
済

手
段
等
取
引
業
及
び
複
数
の
金
融
機
関
等
の
委
託
を
受
け
て
為
替
取
引
に
係
る
分
析
等
を
行
う
為
替
取
引
分
析
業
の
創
設
等
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
は
、
利
用
者
へ
の
情
報
提
供
等
、
利
用
者
の
保
護
を
図
り
、
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂

行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

為
替
取
引
分
析
業
は
、
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

４

為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
業
務
方
法
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
為
替
取
引
分
析
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



二

５

電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
及
び
為
替
取
引
分
析
業
者
に
関
し
、
立
入
検
査
等
の
監
督
規
定
を
設
け
る
。

６

前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
は
、
高
額
電
子
移
転
可
能
型
前
払
式
支
払
手
段
を
発
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
業
務
実
施

計
画
を
定
め
、
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
銀
行
法
の
一
部
改
正

１

内
閣
総
理
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
電
子
決
済
等
取
扱
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

２

電
子
決
済
等
取
扱
業
者
は
、
顧
客
に
対
す
る
説
明
や
顧
客
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
及
び
安
全
管
理
等
、
業
務

の
的
確
な
遂
行
そ
の
他
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

電
子
決
済
等
取
扱
業
者
に
関
し
、
立
入
検
査
等
の
監
督
規
定
を
設
け
る
。

三
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

高
額
電
子
移
転
可
能
型
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
、
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
、
電
子
決
済
等
取
扱
業
者
等
を
特
定
事

業
者
に
加
え
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


